
●お問合せ先　飯塚市立病院　22-2980（代表）

　地域医療支援病院とは、一次医療を担う「かかりつけ医」を後方支援し、各種の機能・構造設備等を備え、
地域で適切かつ効率的な医療を提供することを目的に都道府県知事の承認を受けた病院です。
　200床以上の地域医療支援病院では、法律で初診料、再診料のほかに選定療養費をいただくように義
務づけられています。当院では、令和6年1月1日より紹介状を持参されなかった方（非紹介患者）から
いただいている選定療養費を下記のとおり国で定められた下限の額に改定させていただくこととなりま
した。ご理解・ご協力をお願いいたします。

飯塚市立病院からのお知らせ

※①紹介状を持参された患者さまや救急搬送された患者さま
などからは、選定療養費はいただきません。

※②当院から他の病院又は診療所に紹介したにも関わらず、
当院を受診される患者さまには、再診時選定療養費をご負
担いただきます。

（選定療養費は不要）

◎紹介状を持参されなかった方（消費税込み）
【初診】 1,650円 → 7,000円 ※①
【再診】 なし → 3,000円 ※②

令和5年4月1日付で飯塚市立病院は福岡県知事から 地域医療支援病院 の承認を受けました。
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1日火 GⅡオーバルチャンピオンカップ（ナイター）

16日水～ 18日金 創刊75周年記念スポニチ杯フルスロットル
バトル（ナイター）

25日金～ 29日火 フタバ設計杯GⅠ第66回ダイヤモンドレース
（ナイター）
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伊勢崎
10日木～ 15日火 SG第27回オートレースグランプリ（ナイター）
19日土～ 21日月 普通開催（ナイター）
30日水～9/2日土 普通開催（ナイター）

浜 松
4日金～ 6日日 普通開催
7日月～ 9日水 普通開催（アーリー）

山 陽 7日月～ 9日水 普通開催（ナイター）

川　口
3日木～ 6日日 普通開催（ナイター）
19日土～ 22日火 普通開催

飯塚市の人口と世帯（前月比）
※住基と外国人の合計人口・世帯数

総人口 125,224 (-58)
男 59,673 (-9)
女 65,551 (-49)

世帯数 63,668 (+20)
令和5年6月末現在
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無料相談コーナー 8月
相談内容 予約 とき ところ 申込み・問合せ

夜間納税相談（納付受付、口座振替、
納税に関する相談など） 不要 3日・10日・31日木17時15分～19時

17日・24日木17時15分～20時
税務課（☎内線1062 ～1068）
※今月の納期は「市県民税・国民健康保険税」です。
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女性弁護士
による	 法律相談 要 10日・24日木13時～16時

イイヅカ
コミュニティセンター
または飯塚市役所本庁

男女共同参画推進センター
「サンクス」
（☎0948-22-7058）

女性相談員
による	 一般相談 優先 2日・9日・16日・23日水13時～16時

女性相談員
による	 職場の悩み相談 要 2日水10時～正午

女性相談員
による	 就業支援相談 要 17日木10時～正午

行政相談
（行政に関する苦情、意見・要望など） 不要 10日木13時～15時 市民交流プラザ 市民活動支援課

（☎内線1437）

法律相談※年度（4 ～3月）で1人1回30分 
（相続、離婚、借金、交通事故など） 要

平日13時～16時 飯塚法律相談センター（☎0948-28-7555）

毎週木曜日17時～19時 飯塚市役所本庁 市民活動支援課（☎内線1437）

くらしの手続き無料相談会（成年後見
制度、相続、官公庁署への許認可申請手続きなど） 不要 25日金13時～16時 飯塚市役所本庁 市民活動支援課

（☎内線1437）

法テラス無料法律相談会
（※予約の電話の際に要件等を確認します） 要 17日木13時～16時

（相談時間30分） 福岡法務局　飯塚支局 法テラス福岡
（☎050-3383-5502）

調停手続相談会（金銭・土地・建物・交通
事故・夫婦間の問題・遺産分割など） 不要 25日金10時～15時 飯塚市役所本庁

市 民 活 動 支 援 課（ ☎ 内 線
1437）福 岡 地 方 裁 判 所 飯
塚支部庶務課（☎0948-22-
1150）

専門家による外国人無料相談会
（外国人ビザ、雇用、国際結婚など） 不要 15日火13時～16時 飯塚市役所本庁5階

北会議室
国際政策課

（☎内線1647）

年金相談 要 1日・8日・22日火
10時～正午、13時～16時 立岩交流センター 直方年金事務所

（☎0949-22-0891）

精神障がい者家族相談員による
相談会 不要 12日土13時半～16時 サン・アビリティーズ

いいづか
いずみ会

（☎090-5386-4116）
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人権相談出張窓口 不要

3日・17日木
10時～正午 筑穂人権啓発センター

人権・同和政策課
人権相談ダイヤル
☎　 0948-43-4764
FAX 0948-23-7048

14時～16時 穂波人権啓発センター

14日・28日月
10時～正午 庄内交流センター別館

14時～16時 頴田交流センター

人権相談
要 平日8時半～17時15分 飯塚市役所本庁4階

不要 平日8時半～17時 NPO法人人権ネットいいづか ☎/FAX 0948-24-7582
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